
証券コード 3834
平成27年６月４日

株 主 各 位
東京都中央区銀座四丁目12番15号

株 式 会 社 朝 日 ネ ッ ト
代表取締役社長 土 方 次 郎

　

第25回定時株主総会招集ご通知
　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第25回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ
いますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年６月24日（水曜日）午後
６時までに到着するようご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬具

記

1. 日 時 平成27年６月25日（木曜日）午後１時（開場午後０時）

2. 場 所 東京都千代田区丸の内三丁目５番１号

東京国際フォーラム ホールＤ５

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3. 会議の目的事項

報 告 事 項 1. 第25期（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）事業

報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計

算書類監査結果報告の件

2. 第25期（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）計算

書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役６名選任の件

第３号議案 監査役１名選任の件

以上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申しあげます。

◎本株主総会招集ご通知に記載しております株主総会参考書類、事業報告、計算書類
及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社
ウェブサイト（http://asahi-net.jp/）に掲載させていただきます。
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（添付書類）
事 業 報 告

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

1．企業集団の現況に関する事項

(1) 当連結会計年度の事業の状況

　① 事業の経過及びその成果

業界の動向

ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダー）業界におきましては、平

成26年12月末のＦＴＴＨ（光ファイバー）の利用者が、平成26年９月末に比べて

38万件増の2,638万契約に達するなど、引き続きＦＴＴＨの利用者増が続いており

ます。また高速モバイル通信や、Ｍ２Ｍ（機器間通信）などによる法人向けソリ

ューションサービスの需要も伸びており、業界全体を牽引しております。さらに、

ＮＴＴより平成26年５月に発表された「光コラボレーションモデル」の提供が平

成27年２月から始まり、ＩＳＰ業界が活性化しています。

インターネット接続サービスの状況

平成27年３月末のASAHIネットの会員数は、572千ID（前年度末比18千ID増）と

なりました。ＦＴＴＨでの会員数増加が大きく、前年度末比で20千IDの増加とな

っております。

　平成27年２月より、ＮＴＴの光コラボレーションモデルを活用したサービスと

して、アクセス回線とプロバイダサービスをセットにした「AsahiNet 光」の提供

を開始しました。会員向け長期割引「かんしゃ割」を合わせて開始したことで、

大部分のお客様には従来サービスと比べて低価格でご利用いただくことができ、

また当社収益の拡大にも貢献できるサービスです。なお、平成26年度については、

同サービス提供開始に関する初期的な費用が発生しております。

　また、平成26年９月より提供開始しました法人向けネットワークサービス

「ASAHIネット おまかせWi-Fi」においては、大手飲食店などへの導入が進み、携

帯電話会社（キャリア）の区別なく、どの端末でもご利用いただける無料Wi-Fiス

ポットサービスとして販売を伸ばしております。

　平成26年度における平均退会率は0.91％となり、引き続き１％を下回る水準を

維持しております。

教育支援システム「manaba（マナバ）」の状況

教育支援システム「manaba」においては、平成27年３月末の契約ID数は、前年

度末比25％増の456千IDとなり順調に拡大しております。平成27年３月末の全学部

での導入校は52校となりました。
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　文部科学省が、大学の国際競争力を高めるための重点施策と位置付ける、グロ

ーバル人材育成などの用途で大学への導入が進んでおります。

　また、朝日新聞の記事データベースと電子新聞の記事や紙面イメージを利用で

きる「朝日新聞デジタル select for Academy」、出席確認やリアルタイムアンケ

ートなどを効果的に実現することができるスマートフォンアプリ「respon」、教員

へのタイムリーなフィードバックを可能にする「授業評価アンケートオプション」

の提供などにより、「manaba」未導入校への販売促進や売上単価向上を図っており

ます。

収益の状況

光フレッツ、WiMAX、「manaba」の拡販により、過去最高の売上高を更新いたし

ました。

　また、前年同期比で売上原価が増加しておりますが、その主な要因は

「AsahiNet 光」および「おまかせルーター」サービス開始に伴う初期投資を積極

的に実施したほか、インターネット接続サービスの通信品質向上のための費用が

発生したことによるものです。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は7,828,881千円（前年同期比3.6％増）、

営業利益は1,557,596千円（同8.8％減）、経常利益は1,520,629千円（同9.8％減）、

当期純利益は883,252千円（同3.5％減）となりました。

　② 設備投資の状況

当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は269,052千円であり、そ

の主なものは次のとおりであります。

ネットワーク及びサーバー機器 170,376千円

教 育 支 援 シ ス テ ム 81,088千円

　③ 資金調達の状況

当連結会計年度における設備投資等は、すべて自己資金で賄っております。

　④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

　⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

　⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継状況

該当事項はありません。
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　⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

(2) 財産及び損益の状況

区 分
第22期

（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

第23期

（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

第24期

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

第25期

(当連結会計年度)

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

売 上 高 (千円) 6,968,928 7,234,113 7,554,329 7,828,881

経 常 利 益 (千円) 1,719,153 1,063,606 1,685,669 1,520,629

当 期 純 利 益 (千円) 1,011,036 547,100 915,406 883,252

１株当たり当期純利益(円) 31.71 17.16 29.13 29.21

総 資 産 (千円) 11,643,645 10,668,250 9,914,902 10,102,598

純 資 産 (千円) 10,019,960 9,559,811 8,920,132 8,749,834

１株当たり純資産額(円) 314.27 299.85 288.85 292.82

(注) 当社では、第23期連結会計年度より連結計算書類を作成しております。

(3) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当社の

議決権比率
主 要 な 事 業 内 容

Asahi Net International,Inc. 5,898千米ドル 100.0％ 教育支援システムの販売

(注) 資本金には資本剰余金を含んでおります。なお、当社は平成27年４月28日にAsahi Net
International,Inc.の全株式を譲渡しております。

(4) 対処すべき課題

　① ＦＴＴＨの拡販

　ＦＴＴＨを拡販するには、当社の既存会員のＦＴＴＨへの移行を促すだけでなく、

ＦＴＴＨを利用する新規会員の増大を図ることが課題です。ＦＴＴＨへの移行をき

っかけに競合他社から当社への乗り換えを促すために、効率的なプロモーション活

動で顧客満足度の高いASAHIネットの認知度を上げると共に、入会チャネルの多様化

と増強を図ってまいります。また、ＮＴＴの光コラボレーションモデルを活用した

サービスとして、アクセス回線とプロバイダサービスをセットにした「AsahiNet

光」においては、より一層の品質向上を実現できるサービスとして注力していきま

す。

　当社の収益構造は、会員からのインターネット接続料収入を基礎としているため、

会員獲得の増大が収益基盤の向上につながります。
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　② モバイルデータ通信の拡販

　近年急速に需要が高まり、今後も成長が見込まれるモバイルデータ通信の分野に

おいては、当社の既存会員にサービスを提供するだけでなく、新規会員の増大を図

ることが課題です。

　③ 教育支援システム「manaba」の拡販

　大学などの教育機関で採用いただいている「manaba」につきましては、今後も教

育現場のニーズを取り込み、教育の質を高めるイノベーションに貢献するためのサ

ービス開発を進めてまいります。同時に、教育コンテンツを有する多くの企業との

連携を図り、「manaba」の上でそれらのコンテンツを活用できるようにすることで、

「manaba」の付加価値を更に高めていきます。

　④ ブランドの構築と顧客満足度の維持、向上

　平成26年５月、当社はコーポレートメッセージおよびコーポレートロゴを制定い

たしました。平成27年３月期の全回線における平均退会率は0.91％と１％を下回る

水準にありますが、今後も退会を抑止し、さらに競合他社からの乗り換えを促進し

ていくことが重要であると認識しております。そのためには、質の高い会員サービ

スと安定した接続環境を提供していくことによって、信頼できるブランドを構築し、

顧客満足度の維持・向上に努めることが重要な課題です。

　⑤ 情報セキュリティへの取り組み

　当社は、情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）の国際規格である

ISO/IEC 27001:2013を取得しております。ＩＳＭＳ関連規則等を遵守し、当社が保

有する個人情報および情報資産を適切に管理・運用すると共に、社内での継続的な

取り組みを推進してまいります。

　また、一般財団法人日本情報経済社会推進協会より、個人情報の適切な取扱いを

行う事業者に付与されるプライバシーマークを取得しているほか、インターネット

接続サービス安全・安心マーク推進協議会が発行する「安全・安心マーク」使用許

諾を得ております。今後も継続的に情報セキュリティや個人情報保護の認識を徹底

させる教育を行い、適切な情報管理を行う管理体制を維持・強化していきます。
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(5) 主要な事業内容（平成27年３月31日現在）

　インターネット接続サービス及び関連サービスの提供

(6) 主要な営業所（平成27年３月31日現在）

社 名 所 在 地

当社 本社（東京都中央区）

Asahi Net International,Inc. 本社（米国アリゾナ州メサ)

(注) Asahi Net International,Inc.の本社は平成26年11月１日付で米国アリゾナ州スコッツデ
ールから移転しました。

(7) 使用人の状況（平成27年３月31日現在）

　① 企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

130名 5名増

(注) 上記には、臨時社員（パートタイマー）77名（８時間換算）は含まれておりません。

　② 当社の使用人の状況

使 用 人 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

108名 0名 35.9歳 6.1年

(注) 上記には、臨時社員（パートタイマー）77名（８時間換算）は含まれておりません。

(8) 主要な借入先の状況（平成27年３月31日現在）

該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

当社は、平成27年４月28日開催の取締役会において、連結子会社であるAsahi

Net International,Inc.の全株式をLMS Development Holdings,Inc.へ譲渡するこ

とを決議し、同日に譲渡しました。

　当該株式譲渡により、当社には子会社がなくなりますので、平成28年３月期よ

り個別決算に移行する予定であります。
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2．会社の現況
(1) 株式の状況（平成27年３月31日現在）

① 発行可能株式総数 119,340,000株

② 発行済株式の総数 32,485,000株

③ 株主数 6,035名

④ 単元株式数 100株

⑤ 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

滝口 彰 2,646,000株 8.86％

杉山 裕一 2,646,000 8.86

株式会社朝日新聞社 2,217,000 7.42

株式会社ＩＷＡＳＡＫＩ 1,690,000 5.66

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,480,200 4.95

島戸 一臣 960,000 3.21

岩崎 慎一 956,000 3.20

東日本電信電話株式会社 950,000 3.18

梅村 守 947,000 3.17

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 757,300 2.53

(注) 持株比率は、自己株式（2,603,579株）を控除して計算しております。

⑥ その他株式に関する重要な事項

平成27年５月13日開催の取締役会決議により消却した自己株式

(イ) 消却した株式の種類及び総数 当社普通株式 485,000株

　 (ロ) 消却した日 平成27年５月29日

　 (ハ) 消却後の発行済株式総数 32,000,000株

(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

― 7 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年05月21日 20時17分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



(3) 会社役員の状況

　① 取締役及び監査役の状況（平成27年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 土 方 次 郎

取 締 役 副 社 長 滝 口 彰
システム部、技術戦略室担当
Asahi Net International,Inc. President and CEO

取 締 役 溝 上 聡 司
人事総務部、経理部、お客様サービス部、
リスクマネジメント対策室担当

取 締 役 中 野 功 一 経営企画室長、グローバル戦略室担当

取 締 役 長谷川 聡 子 弁護士、アルパイン株式会社 社外取締役

監査役（常勤 ) 吉 田 望 トランスコスモス株式会社 社外取締役

監査役（非常勤) 今 西 浩 之
公認会計士、株式会社パイオラックス 社外監査役、
株式会社ソケッツ 社外監査役

監査役（非常勤) 井 原 智 生 弁護士

(注) 1. 取締役長谷川聡子氏は社外取締役（独立役員）であります。
2. 監査役吉田望氏、今西浩之氏、井原智生氏の３名はいずれも社外監査役（独立役員）であ

ります。
3. 監査役今西浩之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の

知見を有するものであります。
4. 監査役井原智生氏は、弁護士の資格を有しており、法的事項に関する相当程度の知見を有

するものであります。
　
　② 取締役及び監査役の報酬等の総額

　 取締役５名 119,413千円 （うち社外取締役 １名 4,500千円）

　 監査役３名 22,800千円 （うち社外監査役 ３名 22,800千円）

(注) 1. 取締役等の報酬額には、使用人兼務取締役に対する使用人給与は含まれてお
りません。

2. 取締役の報酬限度額は、平成10年５月27日開催の第８回定時株主総会におい
て年額500,000千円以内と決議いただいております。

3. 監査役の報酬限度額は、平成10年５月27日開催の第８回定時株主総会におい
て年額50,000千円以内と決議いただいております。

　
　③ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況と当該他の法人等との関係

区分 氏 名 兼職先 兼職の内容 関係

社 外 取 締 役 長谷川 聡 子 ア ル パ イ ン 株 式 会 社 社外取締役 ─

社 外 監 査 役 吉 田 望 トランスコスモス株式会社 社外取締役 ─

社 外 監 査 役 今 西 浩 之
株式会社パイオラックス
株 式 会 社 ソ ケ ッ ツ

社外監査役
社外監査役

─
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ロ. 当事業年度における主な活動状況

区分 氏 名 主な活動状況

取 締 役 長谷川 聡 子

当事業年度において就任以降開催された取締役会の
全回に出席し、主に弁護士としての専門的見地から、
当社の様々な法的事項について適宜発言を行ってお
ります。

監査役（常勤 ) 吉 田 望

当事業年度開催の取締役会及び監査役会の全回に出
席し、稟議書、契約書等重要書類の閲覧、社員への
業務状況の聴取ならびにその他の重要会議への出席
などを通して総合的な見地から監査を行い、必要事
項について適宜発言を行っております。

監査役（非常勤) 今 西 浩 之

当事業年度開催の取締役会及び監査役会のほぼ全回
に出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、
当社の経理システムにおける検討事項や税法変更に
おける会計処理について適宜発言を行っております。

監査役（非常勤) 井 原 智 生
当事業年度開催の取締役会及び監査役会の全回に出
席し、主に弁護士としての専門的見地から、当社の
様々な法的事項について適宜発言を行っております。

　

ハ. 責任限定契約の内容の概要

　当社は、社外取締役１名及び社外監査役３名と会社法第423条第１項の賠償責任

を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は会社法第425条

第１項の最低責任限度額であります。

　上記責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因

となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとします。
　

(4) 会計監査人の状況

　① 会計監査人の名称 新日本有限責任監査法人

　

　② 報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 20,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合
計額

20,000千円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年
度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　

　③ 非監査業務の内容

　 該当事項はありません。
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　④ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針

会計監査人が会社法第340条に規定する解任事由に該当する場合には、監査役全

員の同意に基づき監査役会が解任するほか、会計監査人が職務を適切に遂行する

ことが困難と認められる場合には、監査役会の同意または請求により会計監査人

の解任または不再任に関する議題を株主総会に提案いたします。

　

(5) 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業

務の適正を確保するために必要なものとして、法務省令で定める体制についての当

社の決定の概要は、以下のとおりであります。

① 取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

取締役は法令・定款に適合するように社内規程を整備し、取締役及び使用人は法

令・定款及び社内規程に準拠した職務の執行をする。

　内部監査部門は、取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款及び社内規程に準

拠し、適正且つ健全に行われているかを定期的に監査し、代表取締役社長及び監査

役（会）に報告するとともに、改善の必要な事項を指摘し、その改善状況を監視す

る。

　監査役は、取締役会等の重要会議に出席するなど法令に定める権限を行使し、取

締役が内部統制システムを適切に構築し、運用しているかを内部監査部門、監査法

人と連携・協力してその検証に当たる。

　② 取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制

文書管理規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を適切に保存、管理し、

内部監査、監査役監査により定期的にその保管状況について監視する。

　③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社の業務執行に係るリスクに関して、各関係部門においてそれぞれ予見される

リスクの分析と識別を行い、部長会及び取締役会にてそのリスクの検討と対策を行

う。内部監査、監査役監査により定期的にリスク管理の状況を監査し、維持、向上

に努める。

　④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役は、職務執行の効率性を考慮し、適宜社内規程を改訂する。

　内部監査部門及び監査役は、内部監査、監査役監査の過程で業務の効率化が図れ

るものを発見した場合には取締役に提言する。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社の子会社及び関連会社に対しては、その経営上の重要事項、業務の執行状況

及び財務情報等の報告を適時、適切に受ける体制を整備するとともに、特に重要な

事項については、当社の取締役会及び監査役会に報告する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用

人に関する体制
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監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当該使用人を

任命し、必要な事項を命令することができる。

　⑦ 監査役を補助する使用人の独立性に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人は、当該職務の遂行においては取締役及び上長

の指揮命令を受けないものとする。また、当該使用人の任免及び人事考課について

は、監査役の同意を必要とする。

⑧ 取締役・使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関す

る体制

監査役は、取締役会その他の重要会議に出席するほか、重要な決裁書類、その他

の資料を閲覧する。

　取締役及び使用人は、取締役会等の重要会議において、業務の執行状況について

監査役に報告する。また、監査役はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対し

報告を求めることができる。

　取締役及び使用人は、法令・定款違反及び不正な行為並びに当社に著しい損害を

及ぼす恐れのある事実を知った場合、遅滞なく監査役に報告する。

　⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役は、監査役との相互認識と信頼関係を深めるように努めるとともに、監査

役と内部監査部門及び会計監査人との連携が図れるよう監査役監査の環境整備に必

要な措置をとる。

　⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況

　 (イ) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

取締役は、企業倫理の確立に努め、経営陣・社員一人ひとりに至るまでコンプ

ライアンスの重要性を認識し、周知を徹底する。企業の社会的責任の観点からも、

反社会的勢力とは一切関わりを持たず、不測の事態が発生した場合には、警察や

弁護士など外部専門機関と連携し、適切に対処する。

　 (ロ) 反社会的勢力排除に向けた整備状況

人事総務部を対応部署として、情報の収集・管理に努め、顧問弁護士や所轄の

警察署と個別具体的に相談できる関係を構築する。

　⑪ 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努める。

また、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適正な運用

に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

　

(6) 会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本

方針については、特に定めておりません。

　

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
　 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成27年３月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 8,376,706 流 動 負 債 1,350,098

現 金 及 び 預 金 2,293,756 買 掛 金 343,166

売 掛 金 1,422,114 未 払 金 384,803

有 価 証 券 4,401,002 未 払 法 人 税 等 349,391

た な 卸 資 産 145,887 そ の 他 272,737

そ の 他 124,190 固 定 負 債 2,665

貸 倒 引 当 金 △10,243 負 債 合 計 1,352,764

固 定 資 産 1,725,892 純 資 産 の 部

有 形 固 定 資 産 381,165 株 主 資 本 8,617,161

建 物 48,408 資 本 金 630,480

機 械 及 び 装 置 222,759 資 本 剰 余 金 780,808

工具、器具及び備品 109,997 利 益 剰 余 金 8,289,456

無 形 固 定 資 産 429,367 自 己 株 式 △1,083,582

投 資 そ の 他 の 資 産 915,359 その他の包括利益累計額 132,672

投 資 有 価 証 券 442,369 その他有価証券評価差額金 88,352

繰 延 税 金 資 産 82,098 為 替 換 算 調 整 勘 定 44,319

そ の 他 390,891 純 資 産 合 計 8,749,834

資 産 合 計 10,102,598 負債及び純資産合計 10,102,598

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 7,828,881

売 上 原 価 4,506,057

売 上 総 利 益 3,322,823

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,765,227

営 業 利 益 1,557,596

営 業 外 収 益 24,980

受 取 利 息 6,506

受 取 配 当 金 1,110

不 動 産 賃 貸 料 4,320

為 替 差 益 9,008

そ の 他 4,034

営 業 外 費 用 61,946

不 動 産 賃 貸 費 用 1,150

自 己 株 式 取 得 費 用 24,948

支 払 手 数 料 35,848

経 常 利 益 1,520,629

特 別 損 失 25,291

固 定 資 産 除 却 損 10,446

投 資 有 価 証 券 評 価 損 14,845

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,495,337

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 558,943

法 人 税 等 調 整 額 53,141 612,085

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 883,252

当 期 純 利 益 883,252

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 630,480 780,808 7,942,128 △606,344 8,747,073

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △535,924 △535,924

当 期 純 利 益 883,252 883,252

自 己 株 式 の 取 得 △477,238 △477,238

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 347,327 △477,238 △129,911

当 期 末 残 高 630,480 780,808 8,289,456 △1,083,582 8,617,161

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 155,508 17,550 173,059 8,920,132

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △535,924

当 期 純 利 益 883,252

自 己 株 式 の 取 得 △477,238

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

△67,156 26,769 △40,386 △40,386

当 期 変 動 額 合 計 △67,156 26,769 △40,386 △170,298

当 期 末 残 高 88,352 44,319 132,672 8,749,834

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

1．連結の範囲に関する事項

　 連結子会社の数 １社

　 連結子会社の名称 Asahi Net International,Inc.

2．持分法の適用に関する事項

　 該当事項はありません。

3．会計処理基準に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　 ① 有価証券

　 その他有価証券

　 時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は、移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

② たな卸資産

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）を採用しております。

　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

　 ① 有形固定資産

定率法を採用しております。

　機械及び装置並びに工具、器具及び備品については、実質的残存価額（備忘価

額１円）まで償却を行っております。

　なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。

　 建物 10年～15年

　 機械及び装置 ３年～９年

　 工具、器具及び備品 ２年～15年

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用期間（５年

以内）に基づく定額法によっております。
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　(3) 重要な引当金の計上基準

　 ① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

　(4) のれんの償却方法及び償却期間

５年間の定額法により償却しております。

　(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　

追加情報

法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一

部を改正する法律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日公布され、平成27年４

月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなり

ました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率

は従来の35.6％から平成27年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一

時差異については33.1％に、平成28年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が

見込まれる一時差異については、32.3％となります。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額は24,929千円減少し、法人税等調整額が

24,929千円増加しております。
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連結貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,150,158千円

連結株主資本等変動計算書に関する注記

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

普通株式（株） 32,485,000 ― ― 32,485,000

2．自己株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

普通株式（株） 1,603,579 1,000,000 ― 2,603,579

（注）自己株式の増加1,000,000株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。

3. 配当に関する事項

　(1) 当連結会計年度に行った剰余金の配当

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当た
り配当額

基準日
効 力
発生日

平成26年６月26日
定時株主総会

普通株式 262,492 8円50銭
平成26年
３月31日

平成26年
６月27日

平成26年11月７日
取締役会

普通株式 273,432 9円00銭
平成26年
９月30日

平成26年
12月８日

　
　(2) 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当た
り配当額

基準日
効 力
発生日

平成27年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 268,932 9円00銭
平成27年
３月31日

平成27年
６月26日
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金融商品に関する注記

1．金融商品の状況に関する事項

　(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループの資金運用については、資金のうち、運転資金を除く余剰資金の

運用に対してのみであることを社内規程にて制限しております。運用の原則とし

て、流動性を確保し、かつ元本の安全性の高い方法を採用しており、主に預貯金

または安定性のある金融商品に限定しております。

　投資にあたっては、対象の流動性、信用性を勘案し、企業本来の目的を逸脱し

ない範囲に限定するとともに、信用取引、債券先物取引及び商品先物取引等を行

わない方針です。

　(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関

しては、当社の与信管理基準に則り、相手先ごとの期日管理及び残高管理を行う

ことで、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

　有価証券については、銀行や証券会社が取り扱う安定性のある金融商品にて運

用しております。

　投資有価証券については、主に上場株式及び非上場株式を保有しております。

上場株式については、市場価格の変動リスクに晒されており、非上場株式につい

ては、投資先企業の財務状況の悪化などによる減損リスクに晒されています。当

該リスクに関しては、定期的に時価や発行体の財務状況を把握することで減損懸

念の早期把握や軽減を図っております。

　(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には

合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、変動

要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額

が変動することがあります。

― 18 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年05月21日 20時17分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



2．金融商品の時価等に関する事項

平成27年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい

ては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められ

るものは、次表には含めておりません （(注)2. を参照ください。）。

　 （単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 2,293,756 2,293,756 ―

(2) 売掛金 1,422,114 1,422,114 ―

(3) 有価証券及び投資有価証券

　 その他有価証券 4,830,090 4,830,090 ―

資産計 8,545,960 8,545,960 ―

(注)1. 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金並びに(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。

(3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、その

他については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことか

ら、当該帳簿価額によっております。

(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　 （単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額

　非上場株式 13,281

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ

るため、「(3) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 292円82銭

2. １株当たり当期純利益 29円21銭

重要な後発事象に関する注記

（子会社株式の譲渡）

　当社は、平成27年４月28日開催の取締役会において、連結子会社であるAsahi Net

International, Inc.の全株式をLMS Development Holdings, Inc.へ譲渡することを決

議し、同日に譲渡しました。

1．子会社株式を譲渡する理由

　当社は、日本の大学などに教育支援システム「manaba」を開発・販売し、Asahi Net

International, Inc.は、米国の大学を中心にオープンソースの教育支援システム

「Sakai」の導入・サポートの提供を行ってまいりました。

　この度、教育改革にＩＴの果たす役割が大きくなっている事業環境の変化を捉え、

当社の企業価値を一層高めるためには、経営資源を日本市場に集中することが重要で

あると考え、子会社株式を譲渡することといたしました。

2．譲渡先の名称

　LMS Development Holdings, Inc.

3．譲渡の日程

(1) 取締役会決議 平成27年４月28日

(2) 契約締結日 平成27年４月28日

(3) 株式譲渡日 平成27年４月28日

4．当該子会社の名称、事業内容及び当社との取引内容

(1) 名称 Asahi Net International, Inc.

(2) 事業内容 教育支援システムの導入・サポートの提供

(3) 当社との取引内容 資金の貸付け

5．譲渡する株式の数、譲渡後の持分比率

(1) 譲渡前の所有株式数 2,330株（所有割合：100.0％）

(2) 譲渡株式数 2,330株

(3) 譲渡後の所有株式数 0株（所有割合：0.0％）
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6．譲渡の方法

　譲渡の対価としてLMS Development Holdings, Inc.が発行する潜在的な優先株式

1,764,706株を取得いたします。

（自己株式の消却）

　当社は、平成27年５月13日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づ

き、自己株式を消却することを決議いたしました。

1．消却の内容

(1) 消却する株式の種類 当社普通株式

(2) 消却する株式の総数 485,000株

(3) 消却予定日 平成27年５月29日

(4) 消却後の発行済株式総数 32,000,000株
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貸 借 対 照 表
（平成27年３月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 8,449,000 流 動 負 債 1,223,305

現 金 及 び 預 金 2,247,720 買 掛 金 343,166

売 掛 金 1,421,383 未 払 金 365,919

有 価 証 券 4,401,002 未 払 費 用 31,025

貯 蔵 品 145,887 未 払 法 人 税 等 349,391

前 払 費 用 53,978 未 払 消 費 税 等 103,820

繰 延 税 金 資 産 33,779 前 受 金 611

短 期 貸 付 金 132,187 預 り 金 17,897

そ の 他 23,304 前 受 収 益 10,016

貸 倒 引 当 金 △10,243 そ の 他 1,457

固 定 資 産 1,714,714 固 定 負 債 1,041

有 形 固 定 資 産 345,743

建 物 46,990 負 債 合 計 1,224,346

機 械 及 び 装 置 222,759 純 資 産 の 部

工具、器具及び備品 75,993 株 主 資 本 8,851,015

無 形 固 定 資 産 268,773 資 本 金 630,480

ソ フ ト ウ エ ア 257,428 資 本 剰 余 金 780,808

そ の 他 11,344 資 本 準 備 金 780,808

投 資 そ の 他 の 資 産 1,100,197 利 益 剰 余 金 8,523,309

投 資 有 価 証 券 442,369 利 益 準 備 金 5,822

関 係 会 社 株 式 0 そ の 他 利 益 剰 余 金 8,517,486

出 資 金 5,000 　繰 越 利 益 剰 余 金 8,517,486

長 期 前 払 費 用 6,135 自 己 株 式 △1,083,582

繰 延 税 金 資 産 267,837 評価・換算差額等 88,352

投 資 不 動 産 205,038 その他有価証券評価差額金 88,352

敷 金 173,617

そ の 他 200 純 資 産 合 計 8,939,367

資 産 合 計 10,163,714 負債及び純資産合計 10,163,714

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 7,562,711

売 上 原 価 4,236,294

売 上 総 利 益 3,326,417

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,591,760

営 業 利 益 1,734,656

営 業 外 収 益 24,948

受 取 利 息 685

有 価 証 券 利 息 5,821

受 取 配 当 金 1,110

不 動 産 賃 貸 料 4,320

為 替 差 益 9,008

そ の 他 4,002

営 業 外 費 用 41,729

不 動 産 賃 貸 費 用 1,150

自 己 株 式 取 得 費 用 24,948

支 払 手 数 料 15,630

経 常 利 益 1,717,875

特 別 損 失 460,327

固 定 資 産 除 却 損 9,706

投 資 有 価 証 券 評 価 損 14,845

関 係 会 社 株 式 評 価 損 435,775

税 引 前 当 期 純 利 益 1,257,548

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 558,943

法 人 税 等 調 整 額 △91,099 467,843

当 期 純 利 益 789,704

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備金 利益準備金

その他利益
剰余金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 630,480 780,808 5,822 8,263,707 △606,344 9,074,474

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △535,924 △535,924

当 期 純 利 益 789,704 789,704

自 己 株 式 の 取 得 △477,238 △477,238

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― 253,779 △477,238 △223,459

当 期 末 残 高 630,480 780,808 5,822 8,517,486 △1,083,582 8,851,015

評 価・換 算 差 額 等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 155,508 155,508 9,229,983

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △535,924

当 期 純 利 益 789,704

自 己 株 式 の 取 得 △477,238

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

△67,156 △67,156 △67,156

当 期 変 動 額 合 計 △67,156 △67,156 △290,615

当 期 末 残 高 88,352 88,352 8,939,367

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1．有価証券の評価基準及び評価方法

　(1) 子会社株式

　 移動平均法による原価法を採用しております。

　(2) その他有価証券

　 時価のあるもの：決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部

　 純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により

　 算定）を採用しております。

　 時価のないもの：移動平均法による原価法を採用しております。

2．たな卸資産の評価基準及び評価方法

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）を採用しております。

3．固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産：定率法を採用しております。

　機械及び装置並びに工具、器具及び備品については、実質的

残存価額（備忘価額１円）まで償却を行っております。

　なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。

　 建物 10年～15年

　 機械及び装置 ３年～９年

　 工具、器具及び備品 ２年～15年

　(2) 無形固定資産：定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見

込利用期間（５年以内）に基づく定額法によっております。

4．引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

5．消費税等の会計処理

　 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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貸借対照表に関する注記

1．有形固定資産の減価償却累計額 1,131,616千円

　
2．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 134,646千円

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 自己株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 1,603,579 1,000,000 ― 2,603,579

（注）自己株式の増加1,000,000株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。

税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

　投資有価証券評価損 197,235千円

　関係会社株式評価損 182,824千円

　未払事業税 28,900千円

　減価償却超過額 2,898千円

　その他 5,815千円

繰延税金資産小計 417,673千円

　評価性引当額 △116,056千円

繰延税金資産合計 301,616千円

2. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の

一部を改正する法律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日公布され、平成27

年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとな

りました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効

税率は従来の35.6％から平成27年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる

一時差異については33.1％に、平成28年４月１日に開始する事業年度以降に解消が

見込まれる一時差異については、32.3％となります。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額は24,929千円減少し、法人税等調整額

が24,929千円増加しております。
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関連当事者との取引に関する注記

1. 子会社

種類
会社等
の名称

議決権等
の所有割合

関連
当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末
残高

（千円）

子会社
Asahi Net
International,Inc．

所有
直接100.0％

役員の兼任
資金の貸付
(注)

132,187
(1,100千米ドル)

短 期

貸付金
132,187

　取引条件及び取引条件の決定方針
(注) 資金の貸付に係る利率については、市場金利等を勘案して合理的に決定しております。

１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 299円16銭

2. １株当たり当期純利益 26円11銭

重要な後発事象に関する注記

（子会社株式の譲渡）

　当社は、平成27年４月28日開催の取締役会において、連結子会社であるAsahi Net

International, Inc.の全株式をLMS Development Holdings, Inc.へ譲渡することを決

議し、同日に譲渡しました。

1．子会社株式を譲渡する理由

　当社は、日本の大学などに教育支援システム「manaba」を開発・販売し、Asahi Net

International, Inc.は、米国の大学を中心にオープンソースの教育支援システム

「Sakai」の導入・サポートの提供を行ってまいりました。

　この度、教育改革にＩＴの果たす役割が大きくなっている事業環境の変化を捉え、

当社の企業価値を一層高めるためには、経営資源を日本市場に集中することが重要で

あると考え、子会社株式を譲渡することといたしました。

2．譲渡先の名称

　LMS Development Holdings, Inc.

3．譲渡の日程

(1) 取締役会決議 平成27年４月28日

(2) 契約締結日 平成27年４月28日

(3) 株式譲渡日 平成27年４月28日
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4．当該子会社の名称、事業内容及び当社との取引内容

(1) 名称 Asahi Net International, Inc.

(2) 事業内容 教育支援システムの導入・サポートの提供

(3) 当社との取引内容 資金の貸付け

5．譲渡する株式の数、譲渡後の持分比率

(1) 譲渡前の所有株式数 2,330株（所有割合：100.0％）

(2) 譲渡株式数 2,330株

(3) 譲渡後の所有株式数 0株（所有割合：0.0％）

6．譲渡の方法

　譲渡の対価としてLMS Development Holdings, Inc.が発行する潜在的な優先株式

1,764,706株を取得いたします。

（自己株式の消却）

　当社は、平成27年５月13日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づ

き、自己株式を消却することを決議いたしました。

1．消却の内容

(1) 消却する株式の種類 当社普通株式

(2) 消却する株式の総数 485,000株

(3) 消却予定日 平成27年５月29日

(4) 消却後の発行済株式総数 32,000,000株
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成27年５月18日

株式会社朝日ネット
　取 締 役 会 御中

　 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松 本 正一郎 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 野 水 善 之 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社朝日ネットの平成26年４月１日
から平成27年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り
の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、株式会社朝日ネット及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る
期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成27年５月18日

株式会社朝日ネット
　取 締 役 会 御中

　 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松 本 正一郎 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 野 水 善 之 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社朝日ネットの平成26年４
月１日から平成27年３月31日までの第25期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその
附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上

― 30 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年05月21日 20時17分 $FOLDER; 30ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第25期事業年度の取締役の職務の

執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下

のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について

報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、

取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努

めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業

所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職

務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保

するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関す

る取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、

取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明

を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交

換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度

に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証

するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社

計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計

審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に

基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資

本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

　一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの

と認めます。

　二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認め

られません。

　三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統

制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項

は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　 会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　 会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成27年５月22日
　 株式会社朝日ネット 監査役会

常勤監査役 吉 田 望 ㊞
監 査 役 今 西 浩 之 ㊞
監 査 役 井 原 智 生 ㊞

　（注）常勤監査役吉田望、監査役今西浩之及び監査役井原智生は、会社法第２条第16号及び第
335条第３項に定める社外監査役であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

　期末配当に関する事項

　第25期の期末配当につきましては、当事業年度の業績ならびに今後の事業展開等

を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

① 配当財産の種類

　 金銭といたします。

② 配当財産の割当に関する事項およびその総額

　 当社普通株式１株につき金９円といたしたいと存じます。

　 なお、この場合の配当総額は268,932,789円となります。

（注）中間配当を含めた当事業年度の年間配当は、普通株式１株につき金18円と
なります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

　 平成27年６月26日といたしたいと存じます。

第２号議案　取締役６名選任の件

　現取締役全員（５名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまし

ては経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社

外取締役１名を増員し、取締役６名の選任をお願いするものであります。

　 取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当
社の株式数

１
土
ひじ

　 方
かた

　 次
じ

郎
ろう

(昭和46年１月16日生)

平成10年10月 当社入社

88,000株

平成13年５月 当社代表取締役専務

平成14年５月 当社代表取締役社長

平成16年５月 当社代表取締役社長退任

平成16年９月 東日本電信電話株式会社入社

平成20年６月 東日本電信電話株式会社退職

平成20年６月 当社取締役副社長

平成25年５月 当社代表取締役社長（現任）

２
滝
たき

　 口
ぐち

　 彰
あきら

(昭和36年７月５日生)

平成４年９月 当社取締役

2,646,000株平成18年１月 当社代表取締役副社長

平成20年６月 当社取締役副社長（現任）

３
溝
みぞ

　 上
かみ

　 聡
さと

　 司
し

(昭和39年12月22日生)

平成８年７月 当社入社

50,000株平成18年４月 当社営業本部長

平成18年６月 当社取締役（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当
社の株式数

４
中 野 功 一
なか の こう いち

(昭和35年２月25日生)

平成18年12月
平成19年２月
平成25年６月

当社入社
当社経営企画室長（現任）
当社取締役（現任）

18,000株

５

長　谷　川　聡　子
は せ がわ さと こ

（旧姓及び職務上の氏名
二井矢 聡子）

(昭和43年11月27日生)

平成６年４月
平成６年４月

平成９年６月

平成19年３月
平成19年４月

平成26年６月
平成26年６月

弁護士登録（東京弁護士会所属）
森綜合法律事務所（現 森・濱田松
本法律事務所）入所
リンクレーターズ・アンド・ペイン
ズ（現 リンクレーターズ）ロンド
ンオフィスに出向
森・濱田松本法律事務所退所
末吉綜合法律事務所（現 潮見坂綜
合法律事務所）設立（現任）
アルパイン株式会社取締役（現任）
当社取締役（現任）

―株

６

※

古　賀　哲　夫
こ が てつ お

(昭和23年３月２日生)

昭和46年４月

平成17年６月

平成21年６月

平成25年11月

日本電信電話公社（現 日本電信電
話株式会社）入社
東日本電信電話株式会社 代表取締
役副社長
エヌ・ティ・ティラーニングシステ
ムズ株式会社代表取締役社長
株式会社ヒト・コミュニケーション
ズ取締役（現任）

―株

(注) 1． ※印は新任取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 長谷川聡子氏、古賀哲夫氏は、社外取締役候補者であります。
4． 長谷川聡子氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令

を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するのに
適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化に繋が
るものと判断し、社外取締役候補者としたものであります。なお、当社は同氏との間で、
会社法第423条第１項に関する責任について、当社定款第30条第２項により定めた法令が規
定する最低責任限度額とする責任限定契約を締結しており、本総会において同氏の再任が
承認された場合、本契約を継続する予定であります。

5． 古賀哲夫氏は、経営者としての豊富な経験を生かし、その経歴を通じて培われた幅広い見
識を当社の経営の監督に生かしていただくため、社外取締役候補者としたものであります。

6． 当社は、長谷川聡子氏及び古賀哲夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指
定し、同取引所に届け出ております。

7． 古賀哲夫氏の選任が承認された場合は、当社は同氏との間で、会社法第423条第１項に関す
る責任について、当社定款第30条第２項により定めた法令が規定する最低責任限度額とす
る責任限定契約を締結する予定であります。

8． 長谷川聡子氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。
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第３号議案　監査役１名選任の件

　監査役井原智生氏は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては

監査役１名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所有する当
社の株式数

井
い

　 原
はら

　 智
とも

　 生
お

(昭和39年５月23日生)

平成５年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属）

―株平成５年４月 大原法律事務所入所（現任）

平成19年６月 当社監査役（現任）

(注)1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 井原智生氏は、社外監査役候補者であります。
3. 井原智生氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての専門知識・経験等を当社の

監査体制に生かしていただきたいためであります。
なお、同氏の社外監査役在任期間は、本総会終結の時をもって８年となります。

4. 当社は、井原智生氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に
届け出ております。

5. 当社は、井原智生氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項
の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は法
令が規定する最低責任限度額としており、本総会において同氏の再任が承認された場合、
本契約を継続する予定であります。

以 上
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千代田線
日比谷駅

日比谷線日比谷駅 三田線日比谷駅

Ａ：ホールＡ　Ｂ：ホールＢ　Ｃ：ホールＣ　Ｄ：ホールＤ　Ｇ：会議室・展示ホールロビー

千代田線二重橋前駅

有楽町線有楽町駅

ＪＲ京葉線
東京駅

丸ノ内線銀座駅 外堀通り
日比谷線･銀座線銀座駅

銀座線京橋駅

ＪＲ東京駅

ＪＲ有楽町駅

東京国際フォーラム

ＡＢＣＤ

Ｇ

晴
海
通
り

日比谷通り

株主総会会場ご案内図

会場　東京都千代田区丸の内三丁目５番１号

　 東京国際フォーラム ホールＤ５

最寄り駅　地下鉄「有楽町駅」Ｄ５出口から徒歩１分

　 ＪＲ「有楽町駅」国際フォーラム口から徒歩１分

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年05月21日 20時17分 $FOLDER; 36ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）


